
 

佐賀県産業廃棄物リサイクル施設等整備促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 知事は、循環型社会の実現に向けた産業廃棄物の排出抑制、減量化及びリサイク

ルの促進を図るため、排出事業者等（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲

内において補助金を交付することとし、その補助金については、佐賀県補助金等交付規

則（昭和５３年佐賀県規則第１３号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるとこ

ろによる。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において、「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）第２条第４項第１号に規定す

る産業廃棄物及び同条第５項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。 

２ この要綱において、「排出事業者等」とは、県内に産業廃棄物を排出する事業所を置

く事業者及び構成員の３分の２以上が県内に産業廃棄物を排出する事業所を置く事業

者で構成される法人格を有する団体をいう｡ 

３ この要綱において、「産業廃棄物処理業者」とは、県内に事業所を置き、廃棄物処理

法第１４条第１項、同条第６項、第１４条の４第１項又は同条第６項の規定（第１４条

の２第１項又は第１４条の５第１項の規定による変更を含む。）により産業廃棄物の処

理を行う者をいう。 

４ この要綱において、「中間処理」とは、産業廃棄物の発生から最終処分（埋立処分）

が終了するまでの一連の処理の行程の中途における産業廃棄物の処分をいう。 

５ この要綱において、「リサイクル」とは、産業廃棄物を処理・加工することにより、

性状、安全性、用途市場価値など総合的に判断して、確実に有効利用されるものにする

こと及び産業廃棄物の焼却施設（廃棄物処理法第１５条の３の３第１項の各号のいずれ

にも適合する見込みがあるものに限る。）において焼却により発生する熱エネルギーを

回収すること（以下「熱回収」という。）をいう。 

 

（補助対象となる事業） 

第２条の２ この要綱において、補助対象となる事業（以下｢補助事業｣という。）とは、

次に掲げる事業であって、知事が補助金の交付対象と認めた事業をいう｡ 

（１） 排出事業者等（産業廃棄物処理業者を除く。）が自らの製造工程や処理方法等の

改善・新設・増設によって、産業廃棄物の排出抑制、減量化若しくはリサイクルを

促進する事業又は最終処分（埋立処分）量を抑制する事業 

（２） 産業廃棄物処理業者が行う中間処理により発生する残さを、処理方法等の改善・

新設・増設により、自らリサイクルを促進する事業 



（３） 前２号の事業で設置する施設は、焼却・脱水・破砕・選別等廃棄物の処理・処分

を主たる目的とするものであってはならない。 

（４） 投資額が５百万円以上であること。 
（５） 本補助事業の実施に当たり、他の公的補助金や助成金等を重複受給等していない

こと。 
 
（補助対象となる事業者） 
第２条の３ この要綱において、補助対象となる事業者は、前条に規定する補助事業を実

施する事業者で、かつ次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 
（１） 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。 

ア 暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。） 
ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的

若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（２） 前号のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団

体又は個人でないこと。 
（３） 県税の未納がないこと。 

 

（交付の対象経費及び補助率等） 

第３条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率（補助金額）並びに採択要件は、

別表のとおりとする。 

 

第４条から第６条まで 削除 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第３条第１項に規定する補助金交付申請書は、様式第２号のとおりとする。 

２ 前項の補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める日とする。 

３ 第１項の申請書を提出しようとするとき、当該補助金に係る経費に消費税及び地方消

費税が含まれる場合には、これを除いて交付申請しなければならない。 

４ 規則第４条第３項に規定する補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補



助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第８条 規則第５条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとお

りとする。 

（１） 規則及びこの要綱の規定に従うこと。 

（２） 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、知

事の承認を受けること。ただし、次に掲げる変更を除く。 

（ア） 補助金額に変更がなく、別表に掲げる補助事業に要する経費の配分のうち、各

経費区分（小区分）間の２０パーセント以内の金額の変更 

（イ） 補助事業の内容に関し、補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助

事業者の創意工夫により、より効率的な補助目的達成に資するものと考えられる

場合 

（ウ） 補助事業の内容に関し、補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の

変更である場合 

（３） 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、佐賀県ローカル発

注促進要領（平成２４年１０月９日付け商第１２５１号）のとおり県内企業と契約

するように努めなければならない。 
（４） 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

（５） 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

（６） 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事

業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保管すること。 

２ 前項第２号の規定により、知事に補助事業の変更の承認を受けようとする場合の変更

承認申請書は、様式第３号のとおりとする。 

３ 第１項第４号の規定により、知事に補助事業の中止又は廃止の承認を受ける場合の承

認申請書は様式第４号のとおりとする。 

４ 第１項第５号の規定により、予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合の報告書は様式第５号のとおりとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助金の交付の申請をした者は、規則第６条の規定による補助金の交付決定通知

を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された

条件に不服があるときは、知事が別に定める期日までに申請の取下げをすることができ

る。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定

は、なかったものとみなす。 



 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条第１項前段に規定する実績報告書は、様式第６号のとおりとする。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後（補助事業廃止の承認を受けたとき

を含む。）３０日以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度終了日（補助金が全額概

算払いで支払われた場合にあっては、補助金の交付の決定に係る会計年度終了後１０日

以内）のいずれか早い日とする。 

３ 規則第１２条第１項後段に規定する実績報告書は、様式第７号のとおりとする。 

４ 前項の実績報告書の提出期限は、補助金の交付の決定に係る県の会計年度の翌年度の

４月１０日とする。 

 

（補助金の交付） 

第１１条 この補助金は、知事が必要と認めたときは概算払いで交付することができる。 

２ 規則第１５条第１項に規定する補助金交付請求書は、様式第８号のとおりとする。 

 

（財産の管理及び処分の制限） 

第１２条  補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業により取得し、又は効用の

増加した機械等（以下「財産」という。）を善良な管理者の注意をもって管理するととも

に、補助金交付の目的にしたがって、その効率的運用を図らねばならない。 

２ 規則第２２条ただし書きの規定により、財産の処分を制限する期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表第一、別表第二及び別

表第五の規定によるものとする。 

３ 補助事業者は、前項に定める期間を経過する以前に財産を処分しようとするときは、

規則第 ２２条の規定により、様式第９号の財産処分承認申請書を知事に提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が５０

万円未満のものはこの限りでない。 

４ 知事は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことに

より収入があったときは、その全部又は一部に相当する金額を県に納付させることがで

きるものとする。 

５ 補助事業者は、取得財産等について、様式第１０号による取得財産等管理台帳を備え、

管理しなければならない。 

 

（排出抑制、減量化及びリサイクルの促進） 

第１３条 補助事業者は、補助事業完了後も産業廃棄物の排出抑制、減量化及びリサイク

ルの促進に努めなければならない｡ 

２ 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度分から３年間、当該

年度終了後３０日以内に、年間の排出抑制、減量化及びリサイクルの状況について、様



式第１１号の事業効果検証報告書により、知事に報告するものとする｡ 

３ 補助事業者は、前項に規定する事業効果検証報告書に関する証拠書類等を当該報告に

係る会計年度終了後、３年間保存しなければならない｡ 

４ 知事は、必要に応じて、補助事業者に前項に規定する証拠書類等の提出を求め、現地

調査を行うことができる｡ 

 

（是正措置） 

第１４条 知事は前条第２項の報告書を受けた場合、その報告に係る成果が補助金の交付

の目的に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るべきことを、

期限を定めて補助事業者に対して指示するものとする｡ 

２ 補助事業者は前項の指示に係る措置の実績を報告しなければならない。 

 

（書類の提出部数） 

第１５条 この要綱に基づき提出する書類の部数は１部とする。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１７年度分の補助金から適用する。 

２ この要綱は、平成２０年度分の補助金から適用する。 

３ この要綱は、平成２２年度分の補助金から適用する。 

４ この要綱は、平成２５年度分の補助金から適用する。 

５ この要綱は、平成２６年度分の補助金から適用する。 

６ この要綱は、平成２７年度分の補助金から適用する。 

７ この要綱は、平成２８年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和８年度分の補助金から適用する。 

 



別表（第３条関係） 
佐賀県産業廃棄物リサイクル施設等整備促進事業費補助金の補助対象経費及び補助率等 
 

補 助 対 象 経 費 

補助率 限度額 採択要件 経費区分 
内    訳 

大区分 小区分 

工事費 (1)建築（構築）物費 
建築（構築）物の設置、改良

に要する経費 
補助対象経費

の 

2 分の 1 以内 

（ただし、太陽

光パネル、木

くず、廃プラ

スチック類、

汚泥又は動

植物性残さ

のリサイク

ル等を推進

するもの及

び熱回収を

推進するも

のについて

は、３分の２

以内） 

１千万円以内 

 

（ただし、認定リ

サイクル製品の

製造事業者がリ

サイクル等の推

進をするもの、

又は太陽光パネ

ル、廃プラスチ

ック類のリサイ

クル等を推進す

るものは２千万

円以内） 

 

 

 

過去に本 
補助事業 
による補 
助金の交 
付を受け 
ていない 
者を優先 
する。 

設備費 

(2)機械装置費 
機械装置の購入及び借上

げ、試作、改良、据付に要

する経費 

(3)工具器具費 
工具器具の購入及び借上

げ、試作、改良、据付に要

する経費 

(4)外注加工費 外注加工に要する経費 

その他 

(5)技術指導受入費 技術指導受入に要する経費 

(6)設計費 
工事の施工に直接必要な調

査測量、試験及び設計等

に要する経費 

(7)分析調査費 
廃棄物等の分析調査等に要

する経費 

(8)その他の経費 
前各号に掲げるもののほ

か、知事が特に必要と認

める経費 

なお、上記の経費に含まれる消費税及び地方消費税は補助対象としない。 
 


